
三田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

第 1条～第 2条 省略 第 1条～第 2条 省略 

 (任用)  (任用) 

第 3 条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、そ
の他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得
て任用する。 

第 3 条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、そ
の他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得
て任用する。 

 (1) 三田市消防団の区域内に居住する者  (1) 三田市消防団の区域内に居住し、勤務し、又は通学する者 

 (2) 年齢 18 歳以上の者  (2) 年齢 18 歳以上の者 

 (3) 志操堅固でかつ身体強健な者  (3) 志操堅固でかつ身体強健な者 

  (4) 団長が特に必要と認める者 

第 4条～第 16 条 省略 第 4条～第 16 条 省略 

別表(第 12 条、第 13 条関係) 別表(第 12 条、第 13 条関係) 

区分 報酬額 

省略 

警戒手当 1 回 2,000 円 

式日手当 1 回 1,100 円 

訓練手当 1 回 2,300 円以内 

水・火災出動手当 1 回 1,800 円 
 

区分 報酬額 

省略 

水・火災等災害出動手当 1 回 3,000 円 

水・火災等災害以外の出動手当 1 回 2,500 円 
 

 


